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                                     令和３年９月３０日 

 

１ 県への要望及び意見交換会     

  本協会では、「障がい者が地域で安心して暮らせる社会」の実現に向け、本協会が抱える喫緊の課題や 

 事業推進における諸問題を解決するため、障害者福祉施策に対する提言や要望等を「要望書」として取り 

 まとめ、国及び県等に対して要望活動を行っています。 

  ◆県に要望活動を行いました 

   令和３年９月１５日に岐阜県庁にて、岡本会長は堀裕行岐阜県健康福祉部長に令和４年度に向けた県 

  に対する要望事項の早期実現への協力と支援を要望しました。 

   １ 新規手帳交付者がご本人の障害概要等を記した「個人情報提示同意書」の作成提出をしていただ 

    き、身障者相談員の活動が円滑に行えるよう、市町村に個人情報保護条例の弾力的運用を指導して 

   いただきたい。 

   ２ 各ブロック内の障がい者同士の交流事業や福祉改善事業が推進できるよう、岐阜県身体障害者福 

    祉協会への県補助金による支援をお願いしたい。 

   ◯当協会関連要望 

    当協会及び岐阜県障害者社会参加推進センター事務所の移転及び障がい者ふれあい交流サロンの 

   設置をお願いしたい。 

    現在、岐阜県障害者社会参加推進センターは、岐阜県福祉農業会館の５階の一般財団法人岐阜県身 

   体障害者福祉協会事務所内にあります。 

●新型コロナウイルス感染症対策第５波終息 を目指して 

 

 第５波では、感染力の強いデルタ株により、新規感染者数がわずか６日間でステージⅡからステージⅣと

なり、過去の最大値の２倍を超える３００人規模で連日新たに感染が確認されるなど、スピード、規模とも

にこれまで経験したことのないものとなりました。  

 また、これまでの波と比較して、行動範囲の広い２０歳代以下の感染が半数を占め、「家庭」や「職場」で

の感染が多く、市中に感染がまん延しました。  

 こうしたことから、８月１４日には、自らの命は自ら守ることを訴える、「オール岐阜『生命の防衛』宣言」

を発出し、感染防止対策の徹底を呼びかけましたが、その後も感染者の増加に歯止めがかからず、宿泊療養

施設がひっ迫した結果、本県初の自宅療養を余儀なくされました。  

 その後、病床や宿泊療養施設の拡充を進め、「自宅療養者ゼロ」に復帰することができ、感染状況もようや

く新規感染者数、病床使用率ともにステージⅡとなるなど減少局面にあることから、本県が指定されている

「緊急事態措置」は９月末をもって解除されることとなりました。  

 しかしながら、新規感染者数はなお高い水準にあります。未だ若者を中心に連日新たな感染が一定数確認

され、外国人県民の感染も目立つ状況にあるなど、第５波は終息したわけではありません。  

 また、秋の行楽シーズンを迎え、第６波への備えも必要です。さらに本県が「岐阜モデル」の根幹として

掲げる「自宅療養者ゼロ」は、今後も県民の命を守り抜くため、何としてもこれを堅持しなければなりませ

ん。加えて、ワクチン接種も全世代を通じた２回目の接種率が６割弱と道半ばです。  

 このため、「緊急事態措置」解除後においても、「感染防止対策の徹底」、「医療提供体制の強化」、そして「ワ

クチン接種の推進」の３つの対策に徹底して取り組み、第５波の速やかな終息を目指します。何卒ご理解、

ご協力をお願い申し上げます。  

                                     令和３年６月１８日決定 

 岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部より 



    しかしながら、障がい者の中には移動困難な方も多くおられますし、災害時の停電によるエレベー 

   ター停止等も懸念されます。特に身体障害者福祉協会への来所者は、その多くが「駐車禁止除外指定 

   車標章の交付申請」「ジパング倶楽部入会申込み（身体障害者がＪＲ特急券等を購入する際の割引措 

   置）」「各種相談」等のために訪れる身体障がい者です。 

    これらの点に配慮するならば、社会参加推進センター及び身障者協会の事務所は低層階にすべきと 

   常々考えております。 

    この度、岐阜県福祉農業会館のトイレ・会議室等の改修が行われますが、この機会を捉え、福祉農 

   業会館の機能を充分に活かすためにも同会館１階の長らく使用されていない食堂・厨房の遊休スペー 

   スを有効活用し、同所に社会参加推進センター及び身障者協会の事務所を移転することができますよ 

   うご支援願いたい。 

    さらに当会館１階の、一部（現在は売店として身障者協会が借用しているスペース及び談話休憩ス 

   ペース）を、健常者と障がい者がともに利用できる「障がい者ふれあい交流サロン」とし、社会参 

   加推進センターによる活動の拠点としていただきたい。 

  

２ 芸術・文化事業のご案内  ＜担当：山田、柴＞ 

 ◆１０月・１１月の芸術教室開催案内 

  ◯陶芸教室 

   ・１０月１７日（日）１０：００～１１：３０ OKBふれあい会館 4階 401 

    （岐阜市藪田南 5-14-53 TEL 058-277-1111） 

   ・１０月２４日（日）１０：００～１１：３０ わかくさプラザ 学習情報館 創作実習室 

    （関市若草通り 2-1 TEL 0575-23-8811） 

  ◯書道教室 

   ・１１月２８日（日）１０：３０～１２：００ ソフトピアジャパンセンタ- 11階 中会議室 3 

    （大垣市加賀野 4-1-7 TEL 0584-77-1144）  

  ※募集については、開催１ヶ月前に開催ブロック各所へご案内します。 

   なお、新型コロナ対策として参加人数を制限して開催しますが、状況により中止する場合があります。 

 

３ 主な関連事業の中止について 

  新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、以下の事業を中止といたします。 

  ・岐阜県障害者スポーツ大会秋大会「ドリームスポーツ大会」（10/10）  スポ協 

  ・第２１回全国障害者スポーツ大会三重とこわか大会(10/23～25)    スポ協 

  ・第２６回長良川ふれあいマラソン大会(10/31)            スポ協 

  ・日身連中部ブロック身体障害者相談員研修会(11/4～5) 

  ・第１９回全国身体障害者グラウンド・ゴルフ岐阜大会（11/21）    スポ協 

  ・ふれあいハートフルステージ（12/24）          ※スポ協 県障害者スポーツ協会事業  

                              

４ 今後の主な日程について  

  10月 13日(水) 巡回相談（整形外科）14:00～16:00 郡  上  市：八幡保健福祉センター 

  18日(月) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30    高  山  市：市保健センター 

  20日(水) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30       土  岐  市：ウェルフェア土岐 

  11月  2日(火) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30    美濃加茂市：市総合福祉会館 

   9日(火) 巡回相談（整形外科）14:00～16:00    海  津  市：海津総合福祉会館ひまわり 

  15日(月) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30    中 津 川 市：市福岡公民館 

  17日(水) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30    瑞  浪  市：市民福祉センター 

  22日(月) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30    高  山  市：市保健センター 

 

  問い合わせ・申込み先 

 一般財団法人岐阜県身体障害者福祉協会 〒500-8385 岐阜市下奈良 2-2-1 県福祉会館５階 

  Tel   058－201-1543  Fax 058－273－9308 E-mail gisinsyou@human-i-land.com 


